
さいたま市水道局物品納入等執行事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、水道局が発注する物品納入等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 物品納入等 物品の製造の請負、買入れ、修理又は売払いをいう。 

⑵ 仕様書等 仕様書及び特記仕様書をいう。 

⑶ 契約事務規程 さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま

市水道部企業管理規程第３４号）をいう。 

⑷ 委員会 さいたま市水道局契約審査委員会規程（平成１５年さいたま

市水道部企業管理規程第２４号）に規定する、さいたま市水道局契約審

査委員会をいう。 

（物品納入等の執行） 

第３条 物品納入等を行うときは、物品納入等執行主管課（以下「主管

課」という。）は仕様書等を作成し、支出負担行為伺書に添付の上、さ

いたま市水道局事務専決規程（平成１５年水道部企業管理規程第６号）

第３条に規定する区分に従い、決裁を受けなければならない。 

（指名業者の選定方法） 

第４条 指名業者を選定するときは、次に掲げる事項について総合的に勘

案するとともに、指名が特定の業者に偏することのないよう留意するも

のとする。 

⑴ 経営及び信用状況 

⑵ 不誠実な行為の有無 

⑶ 当該契約についての履行能力 

⑷ 既契約の履行成績 

（優先指名） 

第５条 前条に定める指名を行うにあたっては、さいたま市の競争入札参



加資格に関する審査を受け、さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品

納入等）に登載された者（以下「有資格者」という。）で次の各号に該当

する者があるときは、優先して指名することができる。 

 ⑴ 本店及び主たる営業活動の拠点を本市内に有する者 

 ⑵ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１

年法律第９７号）に基づく中小企業者 

（指名業者数） 

第６条 有資格者等の指名業者数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該

各号に定めるとおりとする。ただし、契約の性質その他の理由によりこ

れらにより難い場合は、この限りではない。 

 ⑴ 物品の購入 

ア １，０００万円以上 ７名以上 

イ ５００万円以上１，０００万円未満 ６名以上 

ウ １６０万円以上５００万円未満 ５名以上 

エ ８０万円以上１６０万円未満 ４名以上 

オ ３０万円以上８０万円未満 ３名以上 

カ １０万円以上３０万円未満 ２名以上 

キ １０万円未満 １名以上 

 ⑵ 印刷等の製造の請負又は物品の修理 

ア １，０００万円以上 ７名以上 

イ ５００万円以上１，０００万円未満 ６名以上 

ウ ２５０万円以上５００万円未満 ５名以上 

エ １３０万円以上２５０万円未満 ４名以上 

オ ３０万円以上１３０万円未満 ３名以上 

カ １０万円以上３０万円未満 ２名以上 

キ １０万円未満 １名以上 

（随意契約の特例） 

第７条 随意契約において、特殊な部品等を購入するにあたり販売等を行

う者が特定されていて、有資格者のなかから選定できない場合でさいた



ま市水道事業管理者（以下「管理者」という。）が認めた場合は、有資

格者以外の者を選定することができる。 

（有資格者等の指名等） 

第８条 管財課長は、第３条の合議があったときは契約方法伺書により、

契約執行方法及び指名業者等の選定事務を次に掲げる方法により決裁を

受けなければならない。 

 ⑴ 設計金額又は支出負担行為予定額が１６０万円以下の物品納入等に

ついての業者の指名決定は、管財課長が行う。 

 ⑵ 設計金額又は支出負担行為予定額が１６０万円を超え１，０００万

円未満の物品納入等についての業者の指名決定は、業務部長が行う。 

 ⑶ 設計金額又は支出負担行為予定額が１，０００万円を超え８，００

０万円未満の物品納入等についての業者の指名決定は、局長が行う。 

 ⑷ 設計金額又は支出負担行為予定額が５００万円以上の物品納入等に

ついては、審査委員会の審議を経て、契約審査委員会報告書・要求書

により決裁を受ける。 

 ⑸ 一般競争入札及び公募型指名競争入札に係る物品納入等の適否につ

いては、資格要件と併せて審査委員会の審議を経て、決裁を受ける。 

（入札及び見積の指名通知） 

第９条 前条の規定により、入札及び見積（以下「入札等」という。）の

被指名人が決定したときは、入札（見積）指名通知書又は見積依頼書に

より通知するものとする。ただし、一般競争入札及び公募型指名競争入

札に係る物品納入等については、告示案の決裁を受けて告示するものと

する。 

（仕様説明） 

第１０条 仕様説明は、原則として主管課が行うものとする。 

２ 仕様説明は、物品納入等の内容、条件等について行うものとする。 

（入札等予定価格の決定） 

第１１条 予定価格の決定は業務部長が行い、予定価格書に金額を記入押

印し、封書に入れ封印する。 



（入札等執行者） 

第１２条 入札等の執行は、管財課長又は管財課長が指名した者が行うも

のとする。 

（入札等執行立会人） 

第１３条 入札の執行立会人は、当該物品納入等の契約事務に関係しない

主査相当職以上の職員をもって充てる。 

２ 見積の執行立会人は、管財課長が指名した職員をもって充てる。 

３ 執行立会人は、原則として 1 名とする。 

（入札保証金） 

第１４条 入札保証金の取扱いについては、契約事務規程第２１条から第

２３条までの規定を準用する。 

（入札の準備） 

第１５条 入札等執行者は、入札の執行が適正に行われるよう執行場所の

選定並びに入札等執行者及び入札参加者の配置について、十分配慮する

ものとする。 

２ 入札等執行者は、入札に先立ち、当該入札に付する物品納入等の予定

価格を記載し封書にした予定価格書、くじ及び入札の執行に必要なもの

を準備しなければならない。 

（入札金額見積内訳書） 

第１６条 入札等執行者は、入札参加者から必要に応じて入札金額見積内

訳書の提出を求めることができる。 

（入札） 

第１７条 入札等執行者は、あらかじめ通知した時刻となったとき、入札

の開始を告げ、入札参加者を順次入室させ、当該物品納入等の名称、場

所及び入札参加者名並びに入札（見積）書に入札者が見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を記載する旨を読み上げて、その確認

を行うものとする。 

２ 前項の確認後の入札は、認めない。 

３ 入札参加者は原則として１の業者１人とし、入札執行途中での退室は



認めないものとする。 

４ 入札は、入札（見積）書に必要事項を記載させ、記名押印の上、封書

にして入札箱に投入させなければならない。 

（代理人による入札） 

第１８条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、入札

執行者は入札前に委任状を提出させ、その者が入札者の代理人であるこ

とを確認しなければならない。 

（入札の辞退） 

第１９条 入札等執行者は、指名を受けた者が入札を辞退する旨の申し出

があった場合、入札執行前にあっては、入札（見積）辞退届を持参又は

郵送させ、入札執行中にあっては、その旨を明記した入札書を直接提出

させるものとする。 

２ 前項により入札を辞退した者については、これを理由として以後の指

名等について不利益な取扱いを行わないものとする。 

（入札書の書換等の禁止） 

第２０条 入札等執行者は、入札参加者がいったん投入した入札（見積）

書の書換え、又は撤回をさせてはならない。 

（入札の延期等） 

第２１条 入札等執行者は入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等を

行ったことにより入札を公正に執行することができないと認めるとき

は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札の執行を延期

し、若しくは中止することができる。 

２ 入札等執行者は、天災その他の理由により入札を執行することが困難

であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止す

ることができる。 

（開札） 

第２２条 開札は、入札（見積）書の提出後直ちに当該入札場所におい

て、入札者の立会いのもとに行わなければならない。 

２ 入札等執行者は、開札を宣した上、直ちに入札（見積）書を開封し、



その適否の審査を行わなければならない。 

３ 入札等執行者は、開封した入札（見積）書を入札価格順に整理し、予

定価格の封書を開封して、入札価格との対比を行わなければならない。 

４ 開札の結果は、入札参加者名及び入札価格を発表するものとする。 

（入札の無効） 

第２３条 次に掲げる各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札者の押印のない入札書による入札 

 ⑵ 記載事項（金額を除く。）を訂正した場合においては、その箇所に

押印のない入札書による入札 

 ⑶ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

 ⑷ 入札に参加する資格のない者がした入札 

 ⑸ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでな

い入札書による入札 

 ⑹ 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率

による額に達しない者がした入札 

 ⑺ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

 ⑻ 他人の代理を兼ねた者がした入札 

 ⑼ ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理を

した者がした入札 

 ⑽ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札 

 ⑾ 明らかに連合によると認められる入札 

 ⑿ 公告または入札通知書等において定めた提出書類を提出しない者が

した入札、又は虚偽の提出書類を提出した者がした入札 

 ⒀ 金額を訂正した入札書による入札 

 ⒁ 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札 

（入札結果の記録） 

第２４条 入札等執行者は、物品納入等の入札を行ったときは入札(見積)

結果表を作成しなければならない。 

（落札者の決定） 



第２５条 入札等執行者は、入札書比較価格（予定価格に１１０分の１０

０を乗じた価格）の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札し

た者を落札者とする。 

（くじによる落札者の決定） 

第２６条 入札等執行者は、落札とすべき額と同額の入札をした者が２人

以上いるときは直ちに、当該入札参加者にまず落札者を決定するくじを

引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじ

を引かせ、落札者を決定する。 

２ 前項のくじ引きにあたり、当該入札参加者がくじを引かないときは、

これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものと

する。 

（再度入札） 

第２７条 入札等執行者は、開札後入札書比較価格の範囲内の入札がない

ときは、直ちに再度入札を行うものとする。 

２ 再度入札は、１回限りとする。 

３ 再度入札に参加することができる者は、前回の入札に参加した者に限

る。ただし、初度入札において無効の入札を行った者は、再度入札に参

加することができない。 

（入札不調時の取扱い） 

第２８条 入札等執行者は、再度入札によっても、なお落札者がないとき

は、入札を打ち切り、改めて公告又は当該入札参加者以外の者による指

名競争入札に付するものとする。ただし、公告又は指名替えによる指名

競争入札に付することができない場合は、随意契約とすることができ

る。 

（落札結果の通知等） 

第２９条 入札等執行者は、落札者を決定した場合は、当該入札場所にお

いて、入札参加者にその旨を発表するものとする。また管財課長は、速

やかに落札者に通知するものとする。 

２ 前項の通知が落札者に到達した日から７日以内に当該落札者が契約の



締結に応じないときは、落札者の決定は効力を失うものとする。 

（見積書の徴取） 

第３０条 見積書の徴取は、原則として、管財課長が、あらかじめ提出期

限、提出場所その他必要な事項を定め、郵送又は電子メールにより行う

ものとする。ただし、管財課長が認めた場合は、見積書を持参により提

出することができる。 

（入札執行の準用） 

第３１条 第１６条、第２０条、第２１条、第２３条、第２４条並びに第

２７条第１項及び第３項の規定は、見積の執行の場合に準用する。 

（随意契約の相手方の決定） 

第３２条 随意契約の締結の相手方は、見積書比較価格（予定価格に１１

０分の１００を乗じた価格）の制限の範囲内で見積りをした者の中から

管財課長が決定するものとする。 

２ 前項の決定は、見積を徴取したすべての者から見積書又は見積辞退届

の提出があった時から行うことができる。 

（見積結果の通知等） 

第３３条 入札等執行者は、随意契約の相手方が決定した場合は、口頭又

は書面をもって速やかに決定者に通知するものとする。 

２ 前項の通知が決定者に到達した日から７日以内に当該決定者が契約の

締結に応じないときは、前条の決定は効力を失うものとする。 

（契約の締結） 

第３４条 契約の相手方が決定し、物品納入等の契約を締結しようとする

ときは、管財課長は、契約伺書により決裁を受けなければならない。 

２ 契約の締結は、契約書により、契約の相手方として通知を受けた日か

ら７日以内に行うものとする。 

（契約書作成の省略） 

第３５条 契約事務規程第３条第１項第１号の規定に該当するものについ

ては契約書の作成を省略し、契約の相手方から請書を提出させるものと

する。この場合において、管理者は、契約の相手方に注文書を送付しな



ければならない。 

（契約保証金） 

第３６条 契約保証金の取扱いについては、契約事務規程第４条から第９

条までの規定を準用する。 

（履行期限の延長） 

第３７条 物品納入等を行う主管課長は、物品納入等の受注者からその責

めに帰すことができない事由により履行期限内に物品納入等を完了する

ことができない旨を、履行期限延長申請書により履行期限の延長を請求

されたときは、その請求が妥当と判断した場合は延長を認めるものとす

る。 

（契約の変更） 

第３８条 物品納入等の内容、契約金額、履行期限を変更しようとすると

きは、管財課長は、変更契約の決裁を受けなければならない。 

２ 前項による決裁後、変更契約書又は変更請書により変更契約を締結す

るものとする。 

（物品納入等の検査） 

第３９条 契約事務規程第４３条第１項の規定により検査にあたる職員

（以下「検査職員」という。）は、物品納入等の契約について、その給

付の内容を確認するため、契約書、仕様書等及びその他の関係書類に基

づき、給付完了日から１０日以内に給付内容の検査を行わなければなら

ない。 

２ 前項の規定は、給付の完了前に代金の一部を支払う必要がある場合に

おいて行う物品納入等の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うため

の検査に、これを準用する。 

３ 検査職員は、主管課長とする。 

（支払事務） 

第４０条 主管課長は、物品納入等の完了確認後、物品納入等の受注者か

ら適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

（その他） 



第４１条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年２月２０日以後に契約を締結し、平成２６年４月１日以後

に課税資産の譲渡等（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２条第

１項第９条に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。）が行われ

る物品納入等の契約に係る入札及び見積の執行については、第１７条第

１項、第２５条、第３１条中「１０５分の１００」とあるのは「１０８

分の１００」として、これらの規定を適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成１７年７月１日から施行し、６月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則を附則第

１項とし、附則に１項を加える改正は、平成２６年２月２０日から施行す

る。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


